
葦北鉄砲隊と薩摩街道 国境を守ったサムライ体験ツーリズム事業業務委託 

に係るプロポーザル募集要項 

 

 

１ 趣旨 

  江戸時代初期から幕末まで肥薩国境を守り続け、歴史の変わり目において地域の防衛

に役割を果たしてきた葦北鉄砲隊と、肥薩を結ぶメインルートであった薩摩街道・佐敷城跡

を舞台に、訪日外国人旅行者を主たる対象とした没入型の体験型旅行商品（着地型ツア

ー）を造成し、持続的な販売へとつなげる。 

 

２ 委託業務 

「葦北鉄砲隊と薩摩街道 国境を守ったサムライ体験ツーリズム事業業務委託仕 

様書」のとおり 

 

３ プロポーザルの概要 

（１） 名称 葦北鉄砲隊と薩摩街道 国境を守ったサムライ体験ツーリズム事業業務 

委託に係るプロポーザル 

（２） 課題 委託業務に関する具体的手法と実施内容に関する企画・提案 

（３） 主催 芦北町 

（４） スケジュール 

公募期間       令和８年６月１２日（金）～６月２６日（金） 

質問書提出期限    令和８年６月２４日（水）  

参加表明書提出期限  令和８年６月２４日（水）  

企画提案書提出期限  令和８年６月２６日（金）  

審査会（書類審査）  令和８年６月３０日（火）予定 

 

４ 参加資格 

次に掲げる条件の全てを満たす法人又は複数の法人によるグループとする。 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定

に該当しない者であること。 

（２） 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条第１項の規定による再生

手続開始の申立をした者又は同条第２項の規定による再生手続開始の申立を

された者。 

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項の規定による更生

手続開始の申立をした者又は同条第２項の規定による更正手続開始の申立を



された者。 

ウ 国又は地方公共団体による指名停止処分を受けている者。 

（３） 都道府県税、消費税及び地方消費税並びに芦北町と直接取引する本店又は支

店、営業所等の所在地の市町村税の滞納がないこと。 

（４） 宗教活動や政治活動を活動目的としていないこと。 

（５） 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実がある

など、経営状態が著しく不健全でないこと。 

（６) 賃金不払に関する厚生労働省からの通報が知事に対してあり、当該状態が継

続している場合であって、明らかに受託者として不適当と認められる者でない

こと。 

（７） 当該法人の役員が、次の各号のいずれにも該当する者でなく、かつ、次のイ

及びウに掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。 

ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第

７７号。以下（「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下

同じ。） 

イ 暴力団員（法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

ウ 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

エ 当該法人若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与え

る目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 

オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接

的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している 

（８） 複数の法人でグループを構成して参加する場合は、次の事項に注意すること。 

ア 代表団体を選出し応募に関するやり取りについては、代表団体が行うこと。 

イ 参加表明書の記名押印等については、参加者全員が行うこと。 

ウ 提案については、一参加者につき一提案に限る。また、グループの構成員は、

他のグループの構成員となること、又は単独で提案を行うことはできない。 

  なお、代表団体及びその構成員は上記の（１）～（７）のすべてを満たすこ

と。 

 

５ 質問書 

募集要項や仕様書等について疑義がある場合は、必要事項を記入し、下記のとおり

提出すること。 

（１） 提出方法 

質問は質問書（様式第１号）により、電子メールで送信するものに限る。また、

必ず受信を電話で確認すること｡なお、電話による質疑は一切受け付けない。 



（２） 提出期限 

令和８年６月２４日（水）まで 

（３） 受付時間 

平日９：００～１７：００ 

（４） 提出先 

本文書末記の提出先に提出すること。 

（５） 質問への回答 

（１）の質問書に対する回答書は、電子メールで回答する。なお、回答は、必

要に応じて芦北町ホームページに掲載するとともに、参加者全員に知らせる場合

がある。 

 

６ 参加表明書 

参加希望者は、提出書類に必要事項を記入し、下記のとおり提出すること。 

（１） 提出書類 

ア 参加表明書（様式第２号） 

イ 添付書類 

（ア）誓約書（様式第３号） 

（イ）企画提案参加者の同種業務の実績（様式第４号） 

（ウ）会社概要及び業務実施体制調書（様式第５号） 

（エ）貸借対照表及び損益計算書（直近１事業年度分） 

（オ）定款の写し 

（カ）事務所の履歴事項全部証明書（発行後３ヶ月以内、写し可） 

（キ）納税証明書（消費税及び地方消費税に未納がないことの証明並びに芦北町

税に未納がないことの証明） 

※様式については、提出日時点において記載すること。 

※芦北町競争入札参加資格（業務委託）を有する参加希望者については、上記（ア）、

（エ）～(キ)の提出は不要とするが、資格審査結果通知書の写しを提出するこ

と。 

（２） 提出期限 

令和８年６月２４日（水）まで 

（３） 受付時間 

平日９：００～１７：００ 

（４） 提出先及び提出方法 

本文書末記の提出先に提出すること。持参又は郵送もしくは電子メールによ

り提出すること。電送（ＦＡＸ）による提出は受け付けない。 

なお、郵送の場合は提出受付期間内必着とする。 



※提出期限内及び受付時間内に必要書類の添付等が不十分であった場合は受

け付けない。 

 

７ 企画提案書 

（１） 企画提案書 

次の項目を盛り込んで作成すること。 

ア 表紙（様式第６号） 

イ 概要・企画コンセプト 

※今回提案する企画概要をＡ４版縦１枚で分かりやすく簡潔にまとめること。 

ウ 企画の提案とその理由 

エ 企画内容に応じたスケジュール（管理運営計画含む） 

オ 本業務に携わるスタッフの役割、特長（強みなど）、実績等 

カ 参考見積額 

※見積書は自社様式とする。但し、業務項目ごとの内訳を記載すること。 

（２） 提出部数正本１部副本３部 

（３） 提出期間 

令和８年６月２６日（金）まで 

（４） 受付期間 

平日９：００～１７：００ 

（５） 提出先及び提出方法 

本文書末記の提出先に提出すること。 

持参又は郵送により提出すること。電送（ＦＡＸ、電子メール）による提出は

受け付けない。 

なお、郵送の場合は提出受付期間内必着とする。 

（６） 注意事項 

ア 提案者名は、提案書の表紙（様式第６号）以外には記入しないこと。 

イ サイズは原則Ａ４版とし、クリップ止め（テープ等で止めない）をすること。 

 

８ 応募者（参加表明書・企画提案書提出者）が多寡となった場合の措置 

（１） 応募者がいなかった場合は、再度公告し、参加表明に関する書類の提出期限を

延長する。この場合、必要に応じてスケジュールの変更を行うものとする。 

（２） 応募者が１社の場合でも書類審査を実施する。 

 

９ 委託上限額 

６，６００，０００円（消費税及び地方消費税額を含む。）を上限とする。応募者

の提示額は、提案にあたっての目安（上限）となる額であり、契約額はプロポーザル



実施後に別途締結する委託契約書によるものとし、応募者が提示した額とは必ずしも

一致しない。 

 

１０ 受託者の選定方法 

（１） 書類審査 

審査会において、次の評価項目に基づき総合的に審査（書類審査）を行い、最

も事業効果が高いと見込まれる提案者を受託者として選定する。なお、基準点を

下回った場合はその限りではない。 

評価項目 主な評価の着眼点 

業務理解・実施方針 

本事業の趣旨及び地域資源（葦北鉄砲隊・薩摩街道・佐

敷城跡等）に対する理解の的確さ。実施方針・進め方の

妥当性。 

企画の独自性・訴求力 

地域資源の魅力を引き出し、訪日外国人旅行者の支払意

欲を喚起する着地型旅行商品としての独自性・物語性・

訴求力。他地域では模倣困難な固有性。 

ターゲット設定・商品設計 

対象市場（欧米豪・東アジアの富裕層等）の特性を踏ま

えたターゲット設定の妥当性。価格帯・商品構成（単品・

宿泊セット・法人向け等）の設計の妥当性。 

販路開拓・情報発信 

ＯＴＡ・旅行会社等への販路開拓計画の実現性。多言語

販売ツール及び情報発信（動画・ＳＮＳ・インフルエン

サー連携等）の効果的な計画。 

実現性（モニター〜販売） 
モニターツアーの設計、効果測定及び磨き上げから一般

販売に至るまでの道筋の具体性・実現性。 

自走・持続可能性 

事業終了後に地域が主体的に運営・販売を継続できる体

制づくり。地域事業者との連携の具体性・域内還元の考

え方。 

実施体制・スケジュール 
業務遂行に必要な人員・専門性・実績を備えた実施体制。

工程計画の妥当性。 

提案価格 提案価格の妥当性。 

 

ア 書類審査は、令和８年６月３０日（火）を予定。 

イ あらかじめ提出された企画提案書のみを使用する。 



ウ 企画提案書の提出がない場合は、受託意思がないものとみなす。 

エ 審査結果は、全ての参加表明者に対し電子メールにて速やかに通知する。 

（２） 注意事項 

事業実施にあたっては、提案内容をベースとするが、詳細は協議のうえ変更す

る場合がある。 

 

１１ その他 

（１） 手続において使用する言語は日本語、通貨は日本国通貨によるものとする。 

（２） 一度提出のあった書類については、原則として差し替えを認めない。 

（３） 提出された提案書は、業務関係資料の保存のため、返却しない。 

（４） 企画提案書の作成、提出及び選考に要する一切の費用は、提出者の負担とする。 

（５） 提案内容の著作権は応募者に帰属するが、受託者の選定のため、提出された提

案書の写しを主催者が作成し、使用することがある。 

（６） 企画提案に際しては、業務委託先として採用されないこともある点に十分注意

のうえ、関係者とトラブルがないようにすること。 

（７） 次の事項に該当する場合は、無効又は失格となることがある。 

ア 関係書類の提出方法、提出先又は提出期限が守られなかったとき。 

イ 関係書類に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないとき。 

ウ 関係書類に記載すべき事項以外の内容が記載されているとき。 

エ 申請書に虚偽の内容が記載されているとき。 

オ その他、委託者の判断で審査を行うにあたって不適当と認められるとき。 

（８） 企画審査で最高位の評価を受けた者が、参加要件を満たしていない場合は、契

約締結ができないので注意すること。（この場合、次順位の者と契約を締結する。） 

（９） 参加申請手続きを行った後、都合により企画提案に参加しないこととなった者

は、参加辞退届（様式第７号）を提出すること。 

 

 【担当窓口】 

〒８６９－５４９８ 熊本県葦北郡芦北町芦北２０１５ 

芦北町役場 商工観光課観光振興係 大島、橋本 

TEL：０９６６－８３－９６７８ FAX：０９６６－８２－２８９３ 

E-mail：kankou@town.ashikita.lg.jp 


